
島根県商工労働部雇用政策課

【外国人材がいきいきと働き続けられる職場環境づくりを支援します】

外国人材定着支援補助金
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ハード事業
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外国人材定着支援補助金とは

目的

県内の事業者が行う、外国人材特有の事情に配慮した就労環
境等の改善や取組に対し、その経費の一部を助成する

外国人材の県内企業への定着を促進する
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1 補助対象者

外国人材（技能実習生及び特定技能外国人に限る）を
受け入れているまたは受け入れ予定の県内中小企業者等
（介護・看護を除く）

2 補助対象経費

ハード事業・・・外国人材のための就労環境・居住環境整備等に要する経費

活用例 社内に多言語看板を設置

寮の談話室にエアコンを設置
共有スペースにWi-Fiルーターを設置（工事も含む）
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補助率

ハード事業 １/３

補助上限額

万円

5050
３
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令和８年４月２８日（火）から
令和８年１１月３０日（月）まで

４ 受付期間

交付決定日から
令和８年１２月３０日（水）まで

事業対象期間５
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※補助金申請にあたっては、「しまねいきいき職場宣言」が要件となります※



お気軽にご相談ください

●外国人材定着支援補助金の申請・問い合わせ

〒690-0886 松江市母衣町55番地4
島根県中小企業団体中央会

0852-21-4809
https://www.crosstalk.or.jp 
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日本語学習支援
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日本語学習支援とは

外国人材の日本語能力向上を支援するとともに、
外国人材の県内中小企業者等への定着を支援する。

1 学習対象者

県内中小企業者等で就労している
技能実習生及び特定技能の外国人材

募集人数

人
100100

２

Coming Soon...
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